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諮問番号：令和５年度諮問第７号 

答申番号：令和５年度答申第７号 

 

 

答 申 書 

 

 

第１ 審査会の結論 

 甲府市福祉事務所長（以下「処分庁」という。）が令和４年５月２７日付け

で審査請求人に対して行った生活保護法（昭和２５年法律第１４４号。以下

「法」という。）第２６条の規定に基づく生活保護廃止決定処分に係る審査請

求については棄却されるべきであるとする審査庁の判断は、妥当である。 

 

第２ 事案の概要 

 １ 事案の骨子 

 法に基づく生活保護について、審査請求人と同一世帯と認定されている

審査請求人の長女（以下「長女」という。）に障害年金の受給の疑義が生じ

たことから、処分庁が、保護決定のため日本年金機構及び金融機関に対し法

第２９条に基づく調査を実施したところ、長女の障害年金の受給の事実及

び審査請求人世帯の手持金等（保有金）○○○○○○○○○円の存在が判明

した。 

これを受け、処分庁は、審査請求人世帯の生活保護の要否判定並びに保護

の停止及び廃止の検討を行い、令和４年３月１日から審査請求人の生活保

護を停止する決定処分を行った。その後、処分庁による調査結果を説明する

機会を複数回設けたが、審査請求人はこれに応じず、連絡が途絶えたことか

ら、これ以上保護を停止する必要がなくなったため、再度要否判定を行い、

同年５月２７日付け保護廃止決定通知書をもって、同年６月１日から審査

請求人の生活保護を廃止する決定処分（以下「本件処分」という。）を行っ

たところ、審査請求人が同年６月１１日付けで本件処分について取消しを

求め、本件審査請求を行ったものである。 

 

 ２ 関連法令等の定め 

(1)  保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あら

ゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件と
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して行われる（法第４条第１項）。 

 

(2)  保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但

し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる（法

第１０条）。 

 

(3)  保護の実施機関は、常に、被保護者の生活状態を調査し、保護の変更

を必要とすると認めるときは、速やかに、職権をもってその決定を行い、

書面をもって、これを被保護者に理由を付し通知しなければならない

（法第２５条第２項）。 

 

(4)  保護の実施機関は、被保護者が保護を必要としなくなったときは、速

やかに、保護の停止又は廃止を決定し、書面をもって、これを被保護者

に通知しなければならない（法第２６条）。 

 

(5)  保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の決定若しくは実施又は第

７７条若しくは第７８条の規定の施行のために必要があると認めると

きは、次の各号に掲げる者の当該各号に定める事項につき、日本年金機

構若しくは国民年金法第３条第２項に規定する共済組合等に対し、必要

な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行等に、報告を求める

ことができる（法第２９条第１項）。 

 

(6)  被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があったとき、

又は居住地若しくは世帯の構成に異動があったときは、すみやかに、保

護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない（法

第６１条）。 

 

(7)  法による保護の実施に係る事務は、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２条第９項第１号に規定する第１号法定受託事務であり（法第

８４条の５、別表第３）、地方自治法第２４５条の９第１項及び第３項に

基づく処理基準として、「生活保護法による保護の実施要領について」

（昭和３６年４月１日付け厚生省発社第１２３号厚生事務次官通知。以

下「次官通知」という。）及び「生活保護法による保護の実施要領の取扱

いについて」（昭和３８年４月１日付け社保第３４号厚生省社会局保護
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課長通知。以下「課長通知」という。）が定められている。 

 

(8)  同一の住居に居住し、生計を一にしている者は、原則として、同一世

帯員として認定すること。なお、居住を一にしていない場合であっても、

同一世帯として認定することが適当であるときは、同様とすることとさ

れている（次官通知第１）。 

 

(9)  現に生活保護を受給している者の要否判定については、保護の実施要

領の定めるところに従い、当該時点において現に生じている需要に基づ

いて認定した最低生活費と収入充当額との対比によって判定するもの

である（課長通知第１０の６答）。 

 

(10) 保護を停止する場合として、当該世帯における定期収入の恒常的な増

加、最低生活費の恒常的な減少等により、一応保護を要しなくなったと

認められるがその状態が今後継続することについて、なお確実性を欠く

ため、若干期間その世帯の生活状況の経過を観察する必要があるときが

挙げられている（課長通知第１０の１２答１（２））。 

 

(11) 保護を廃止すべき場合として、当該世帯における収入の臨時的な増加、

最低生活費の臨時的な減少等により、以後おおむね６か月を超えて保護

を要しない状態が継続すると認められるときが挙げられている（課長通

知第１０の１２答２（２））。 

 

３ 前提事実 

(1)  処分庁は、平成１４年９月２日、審査請求人に対する法に基づく生活

保護を開始した。 

 

(2)  処分庁は、平成２５年１０月２８日、世帯増員のため、長女に対する

法に基づく生活保護を開始した。 

 

(3)  処分庁は、平成２７年１月１日、審査請求人と長女の関係悪化により、

世帯分離を行った。 

 

(4)  処分庁は、令和２年５月１日、審査請求人と長女が同居していること
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が判明したことから、再度同世帯として生活保護を開始した。 

 

(5)  処分庁は、平成２８年から令和２年までの間に障害年金申請等を理由

として検診書を５回発行した。 

 

(6)  処分庁は、長女に障害年金等の受給を確認するも受給を否認しており、

日本年金機構による回答の書類が提出されていないことから、長女の障

害年金受給に疑義が生じたため、日本年金機構及び金融機関に対し、法

第２９条に基づく調査を行った結果、長女の障害年金の受給の事実及び

審査請求人世帯の手持金等（保有金）○○○○○○○○○円の存在が判

明した。 

 

(7)  処分庁は、審査請求人の生活保護の要否判定並びに保護の停止及び廃

止の検討を行い、保護再開の必要性を考慮し、令和４年３月１日から保

護を停止する処分を行った。 

 

(8)  処分庁は、令和４年３月１４日、審査請求人が長女及び弁護士と共に

甲府市福祉事務所に来所した際に、手持金等（保有金）について確認し

たが、審査請求人世帯の申告と処分庁の調査結果が乖離していたことか

ら、再調査を実施し、説明の機会を設ける旨処分庁から説明し、審査請

求人らの了解を得た。 

 

(9)  処分庁は、令和４年４月１８日付けで法第２９条に基づく調査を行い、

審査請求人世帯の手持金等（保有金）○○○○○○○○○円の存在を確

認した。 

 

(10) 処分庁は、審査請求人らに調査結果を説明する機会を令和４年４月７

日以降６回設けたが、審査請求人らはこれに応じなかった。 

 

(11) 処分庁は、審査請求人との連絡が途絶え、保護停止の必要がなくなっ

たことから、再度要否判定を行った結果、長期にわたり（おおむね６か

月を超えて）、保護を要しないと認められることから、令和４年５月２７

日付けで、同年６月１日から保護を廃止する本件処分を行った。 
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(12) 審査請求人は、山梨県知事（以下「審査庁」という。）に対し、令和

４年６月１１日付け書面により、本件処分の取消しを求める旨の本件審

査請求を行った。 

 

(13) 審査庁は、山梨県行政不服審査会（以下「審査会」という。）に対し、

令和５年７月１３日付けで本件審査請求に係る諮問書を提出した。 

 

４ 争点 

 審査請求人に手持金等（保有金）で生活可能であることを理由として、処

分庁が法第２６条に基づき保護を廃止した判断は適正か。 

 

第３ 審査関係人の主張の要旨 

 １ 審査請求人の主張 

(1)  処分庁は、手持金等（保有金）で生活可能を理由に生活保護廃止をし

ているが、手持金についてまったく心当たりがない。長女は障害年金を

受給しておらず、○○○○○○○○○○○に預金口座を開設していない。 

 

(2)  保護停止により収入がない中、生活に困窮しており、本件処分の取消

しを求める。 

 

 ２ 処分庁の主張 

(1)  審査請求人世帯の手持金等（保有金）については、法第２９条に基づ

く再調査を行ったところ、審査請求人世帯に多額の手持金等（保有金）

があることに変更がないことを確認した。 

 

(2)  審査請求人に対する保護の停止は、法第２９条に基づく調査により判

明した手持金等（保有金）について、現に審査請求人世帯が保有してい

るかどうかについて、聞き取り結果によっては、保護の再開が必要とな

ることを考慮し、行ったものである。 

 

(3)  しかし、審査請求人との連絡が途絶えたため、これ以上保護停止の必

要がなくなったことから、再度要否判定を行った結果、長期にわたり（お

おむね６か月を超えて）、保護を要しないと認められることから、課長

通知第１０の１２答２（２）に基づき行った本件処分に違法または不当
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な点はない。 

 

 

第４ 審理員意見の要旨 

 １ 結論 

   本件審査請求には理由がないことから、行政不服審査法第４５条第２項

の規定により棄却されるべきである。 

 

 ２ 理由 

(1)  処分庁は、本件処分を実施するに際し、再度の法第２９条に基づく調

査により、令和４年５月に多額の所持金等（保有金）があることに変更

がないことを確認し、再度、保護の要否判定を行った結果、長期にわた

り（おおむね６か月を超えて）保護を要しないと認められたものである

から、本件処分に違法又は不当な点はない。 

 

(2)  また、処分庁は本件処分に至るまで段階的に手続を踏んでおり、また、

本件保護廃止決定通知書には、本件処分の根拠となる事実について記載

されており、処分庁の恣意抑制及び不服申立の便宜という理由が付記さ

れる趣旨目的を充足する程度に具体的に明示されていると認められる

ことから、本件処分手続に瑕疵は認められない。 

 

第５ 審査庁の判断 

  審理員意見と同旨。 

 

第６ 調査審議の経過 

  令和５年 ７月１３日 審査庁から諮問書の提出 

    同年 ８月２５日 第１回審議 

    同年１１月 ６日 第２回審議 

 

第７ 審査会の判断 

 １ 審理手続について 

   本件審査請求に係る審理手続は、適正に行われたものと認められる。 

 

 ２ 本件処分に係る争点について 
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(1)  審査請求人世帯の手持金等（保有金）について 

ア 保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとされ

（法第１０条）、同一の住居に居住し、生計を一にしている者は、原則

として、同一世帯員として認定することとされており（次官通知第１）、

令和２年５月１日、処分庁は審査請求人と長女が同居していることを

確認し同世帯と認定したものであり、長女が審査請求人の世帯に含ま

れることから、長女の年金収入も世帯収入（手持金等）となる。 

イ 弁明書に添付された処分庁が令和４年１月及び２月に実施した法

第２９条の調査結果から、審査請求人には○○○○○○など○つの金

融機関に○口座計○○○円、長女には○○○○○○○○○○○など○

つの金融機関に○口座計○○○○○○○○○円、審査請求人世帯では

○つの金融機関の○○口座に計○○○○○○○○○円の手持金等（保

有金）があったことが確認できる。 

ウ 一方、令和４年３月１４日付けで審査請求人及び長女から処分庁に

対して提出された資産申告書の「２現金・預貯金・有価証券等」の欄

には、審査請求人世帯で○つの金融機関に○口座計○○○円と記載さ

れていたことが確認できる。 

エ また、審査請求人世帯の主張（申告）の再調査として、処分庁が令

和４年４月に実施した法第２９条の調査結果から、審査請求人世帯で

は○つの金融機関の○○口座に○○○○○○○○○円の手持金等（保

有金）があったことが確認できる。 

オ さらに、処分庁が令和４年５月に実施した法第２９条の調査結果か

ら、審査請求人世帯では○つの金融機関の○○口座に○○○○○○○

円の手持金等（保有金）があったことが確認できる。 

カ 処分庁が実施した法第２９条調査に対する金融機関の調査結果に

ついてみると、審査請求人及び長女の氏名や住所の記載等から調査対

象が特定されており、その氏名及び住所は審査請求人が提出した審査

請求書（一部脱字あり）や本件処分の保護停止決定通知書に記載され

たものと同一であることが認められる。 

キ これらの事実を踏まえると、審査請求人及び長女が調査結果のとお

り金融機関に口座及び手持金等（保有金）を有していることが認めら

れ、これを覆す特段の事情は見当たらず、審査請求人の主張を採用す

ることはできない。 
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(2)  長女の年金受給について 

長女の障害年金の受給があるかについては処分庁と審査請求人の主張

に齟齬があり、当審査会に提出された資料では年金の受給について判然と

しなかった。このため、行政不服審査法第８１条第３項において準用する

同法第７４条の規定により、当審査会から令和５年８月１６日付けで審査

庁に対して確認したところ、同月２２日付けで提出された資料（令和３年

９月２１日付け日本年金機構から処分庁に対して提出された「生活保護法

第２９条の規定に基づく調査について（回答）」）において、長女に対する

年金支給が行われている事実が確認できることから、これに反する審査請

求人の主張を採用することはできない。 

 

(3)  保護の廃止処分（本件処分）について 

ア 保護の実施機関である処分庁は、被保護者が保護を必要としなくな

ったときは、速やかに、保護の停止又は廃止を決定し、書面をもって、

これを被保護者に通知しなければならない（法第２６条）。 

イ また、保護受給中の者の保護廃止の判定については、保護の実施要

領の定めるところに従い、当該時点において現に生じている需要に基

いて認定した最低生活費と収入充当額との対比によって判定するも

のであるとされ（課長通知第１０の６答）、保護を廃止するに当たって

は、当該世帯における収入の臨時的な増加、最低生活費の臨時的な減

少等により、以後おおむね６か月を超えて保護を要しない状態が継続

すると認められるときときに行うべきとされている（課長通知第１０

の１２答２（２））。 

ウ 本件では、処分庁による本件処分の検討過程について、行政不服審

査法第８１条第３項において準用する同法第７４条の規定に基づき、

当審査会から令和５年８月１６日付けで審査庁に対して確認したと

ころ、同月２２日付けで提出された令和４年５月２６日付けの「ケー

ス記録表」によれば、審査請求人世帯の保有金状況により、１６．２

８月保護なしに生活を行うことが可能であり、おおむね６か月を超え

て保護を要しない状態が継続することが明らかである。 

エ よって、課長通知第１０の１２答２（２）に基づき行われた本件処

分について違法又は不当な点はない。 

 

３ 結論 

以上検討したところによれば、本件処分を行うに際しての審査過程に看

過し難い過誤欠落は認められず、本件処分に違法又は不当とすべき事実も
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認められない。 

したがって、本件審査請求には理由がないと認められるため、「第１ 審

査会の結論」のとおり答申する。 

 

 

   山梨県行政不服審査会 

 

   委員 關本 喜文 

 

委員 網倉 義久 

 

   委員 吉澤 宏治 


